
『
太
平
記
綱
目
』
小
考
口

そ
の
概
要
・
評
判
書
と
の
関
わ
り

口力

美
　
　
　
　
宏

は
じ
め
に

近
世
初
期
、
十
七
世
紀
に
お
け
る
『
太
平
記
』
の
大
い
な
る
流
布
と
呼
応
し

て
あ
ら
わ
れ
た
『
太
平
記
賢
愚
抄
』
『
太
平
記
妙
』
な
ど
の
本
格
的
注
釈
書
、

『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
紗
』
『
太
平
記
評
判
私
要
理
尽
無
極
抄
』
と
い
っ
た
評

判
書
・
秘
伝
書
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ら
の
注
釈
書
・
評
判
書
の
類
を
集
成
し
、

独
自
の
論
評
や
注
釈
を
付
加
し
た
『
太
平
記
大
全
』
『
太
平
記
綱
目
』
と
い
う

集
成
書
な
ど
に
っ
い
て
、
こ
れ
ま
で
検
討
や
位
置
づ
け
を
試
み
て
き
た
が
、
こ

れ
は
、
近
世
に
お
け
る
『
太
平
記
』
の
研
究
・
受
容
・
流
布
・
影
響
の
諸
相
や
、

そ
の
近
世
的
変
容
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
『
太
平
記
』
そ
の
も
の
を
逆
照

射
し
て
み
た
い
と
い
う
ね
ら
い
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
¢

　
前
稿
に
お
い
て
は
、
『
太
平
記
綱
目
』
の
成
立
・
刊
行
年
代
や
著
者
原
友
軒

に
つ
い
て
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
近
世
初
期
に
お
け
る
「
太
平
記
読
み
」
の
様
相

　
　
　
　
　
『
太
平
記
綱
目
』
小
考
口

に
っ
い
て
考
え
て
み
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
前
稿
を
承
け
っ
っ
、
『
綱
目
』
の

概
要
・
構
成
な
ど
を
紹
介
し
、
そ
の
範
と
し
た
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
や
、
引
抄

し
た
『
太
平
記
』
評
判
書
類
と
の
関
わ
り
な
ど
に
っ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た

い
と
思
う
。

二
　
『
綱
目
』

の
概
要

　
寛
文
八
年
二
六
六
八
）
の
頃
に
、
原
友
軒
に
よ
っ
て
著
述
・
刊
行
さ
れ
た

『
太
平
記
綱
目
』
は
、
近
世
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
太
平
記
』
の
本
文
・
注
釈

・
評
判
を
一
書
に
集
成
し
、
さ
ら
に
独
自
の
注
解
・
論
評
を
付
加
し
た
大
著
で

あ
る
が
、
同
類
の
も
の
と
し
て
、
す
で
に
万
治
二
年
（
ニ
ハ
五
九
）
に
、
西
道

智
に
よ
っ
て
『
太
平
記
大
全
』
が
著
述
・
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
『
綱
目
』
は
当

然
、
こ
の
『
大
全
』
を
意
識
し
、
こ
れ
を
超
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
『
大
全
』
は
、
旧
稿
に
お
い
て
紹
介
・
検
討
し
た
よ
う
に
、
ま
ず
流
布
本
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



　
　
　
　
　
『
太
平
記
網
目
』
小
考
口

一
本
に
よ
っ
て
『
太
平
記
』
の
本
文
を
掲
出
し
、
次
い
で
『
太
平
記
紗
』
に
拠

る
注
釈
（
語
釈
）
を
掲
げ
、
さ
ら
に
『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
紗
』
の
「
評
」

や
「
伝
」
を
載
せ
て
い
る
。
ま
た
一
部
に
『
太
平
記
理
尽
図
経
』
の
記
事
や
絵

図
も
引
く
。
こ
う
し
た
集
成
の
ほ
か
に
、
著
者
独
自
の
注
解
と
し
て
、
主
要
な

登
場
人
物
の
略
伝
を
記
し
た
「
伝
記
」
と
い
う
項
目
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
『
綱
目
』
は
、
『
太
平
記
抄
』
の
ほ
か
に
『
太
平
記
賢
愚
抄
』

の
注
釈
も
参
照
し
、
『
理
尽
抄
』
と
と
も
に
、
も
う
一
つ
の
評
判
書
『
太
平
記

評
判
私
要
理
尽
無
極
紗
』
の
「
評
」
「
伝
」
を
あ
わ
せ
収
め
、
『
太
平
記
理
尽
図

経
』
の
ほ
か
に
、
『
太
平
記
大
全
』
の
「
伝
記
」
を
も
採
る
な
ど
、
集
成
書
と

し
て
の
巾
を
広
げ
、
利
便
を
増
し
て
い
る
。

　
ま
た
そ
う
し
た
先
行
書
の
集
成
ば
か
り
で
な
く
、
「
追
解
」
と
い
う
項
目
に

は
、
編
者
の
筆
に
な
る
新
た
な
注
解
（
語
釈
）
も
見
ら
れ
る
し
、
「
通
考
」
と

し
て
、
『
太
平
記
』
の
合
戦
・
事
件
・
人
物
に
つ
い
て
の
著
者
独
自
の
見
解
・

批
評
を
加
え
る
な
ど
、
『
大
全
』
と
は
異
な
る
特
色
を
う
ち
出
し
て
い
る
。

　
そ
の
上
、
『
大
全
』
が
、
『
太
平
記
抄
』
の
注
解
や
『
理
尽
妙
』
の
「
評
」

「
伝
」
な
ど
に
手
を
加
え
ず
、
そ
の
ま
ま
収
載
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
綱
目
』

は
、
注
釈
書
・
評
判
書
の
記
事
に
、
取
捨
や
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
、
リ
ラ
イ
ト
し

た
形
で
集
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
も
、
編
者
の
工
夫
が
み
ら
れ
る
。

　
っ
ま
り
、
『
綱
目
』
は
、
近
世
初
期
に
お
け
る
『
太
平
記
』
関
係
書
の
最
大

の
集
成
で
あ
る
と
同
時
に
、
独
自
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
『
太
平
記
』
の
評
論
書

・
研
究
書
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三
　
『
綱
目
』

の
構
成

一
六

　
『
綱
目
』
は
、
写
本
で
は
伝
わ
ら
ず
、
全
六
十
冊
（
巻
）
か
ら
成
る
無
刊
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
版
本
が
現
存
す
る
。
現
存
の
諸
版
本
を
み
る
に
、
基
本
的
構
成
に
は
、
大
き

な
ち
が
い
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、
巻
頭
部
一
・
二
冊
目
の
構
成
や
、
著
者
原
友

軒
の
「
後
序
」
の
載
せ
ら
れ
て
い
る
位
置
な
ど
に
ち
が
い
の
あ
る
版
が
み
う
け

ら
れ
、
前
稿
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
少
く
と
も
三
種
ほ
ど
の
異
な
る
版
が
板
行

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
『
綱
目
』
全
冊
（
巻
）
の
構
成
を
み
る
た
め
に
、
内
閣
文
庫
所
蔵
版
本
の
構

成
を
次
に
示
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
第
－
冊
　
凡
例
（
原
友
軒
）
・
総
目
録
・
剣
巻
、
第
２
冊
　
序
（
村
田
通
信
）

・
巻
一
、
第
３
冊
　
巻
一
附
翼
上
－
君
臣
編
上
、
第
４
冊
　
巻
一
附
翼
中
－
君

臣
編
下
、
第
５
冊
　
巻
一
附
翼
下
－
冠
服
編
・
邦
域
編
、
第
６
冊
　
巻
二
、
第

７
冊
　
巻
三
、
第
８
冊
　
巻
四
、
第
９
冊
　
巻
五
、
第
１
０
冊
　
巻
六
、
第
ｕ
冊

巻
七
、
第
１
２
冊
巻
八
奇
、
第
１
３
冊
巻
八
正
、
第
１
４
冊
巻
九
、
第
１
５
冊

巻
十
本
、
第
１
６
冊
巻
十
末
、
第
１
７
冊
巻
十
一
、
第
１
８
冊
巻
十
二
首
、
第

１
９
冊
　
巻
十
二
尾
、
第
２
０
冊
　
巻
十
三
、
第
２
１
冊
　
巻
十
三
附
翼
－
遺
諌
篇
、

巻
２
２
冊
　
巻
十
四
陰
、
第
２
３
冊
　
巻
十
四
陽
、
第
２
４
冊
　
巻
十
五
乾
、
第
２
５
冊

巻
十
五
坤
、
第
２
６
冊
　
巻
十
六
前
、
第
２
７
冊
巻
十
六
後
、
第
２
８
冊
　
巻
十
六



附
翼
－
南
木
家
訓
、
第
２
９
冊
　
巻
十
七
剛
、
第
３
０
冊
　
巻
十
七
柔
、
第
３
１
冊

巻
十
八
屈
、
第
３
２
冊
　
巻
十
八
伸
、
第
３
３
冊
　
巻
十
九
、
第
３
４
冊
　
巻
二
十
、

第
３
５
冊
　
巻
二
十
一
否
、
第
３
６
冊
　
巻
二
十
一
泰
、
第
３
７
冊
　
巻
二
十
二
、
第

３
８
冊
巻
二
士
二
、
第
３
９
冊
巻
二
十
四
宇
、
第
４
０
冊
巻
二
十
四
宙
、
第
４
１

冊
　
巻
二
十
五
、
第
４
２
冊
巻
二
十
六
天
、
第
４
３
冊
　
巻
二
十
六
地
、
第
４
４
冊

巻
二
十
七
、
第
４
５
冊
　
巻
二
十
八
、
第
４
６
冊
巻
二
十
九
、
第
４
７
冊
　
巻
三
十
、

第
４
８
冊
　
巻
三
十
一
、
第
４
９
冊
巻
三
十
二
、
第
５
０
冊
　
巻
三
十
三
上
、
第
５
１

冊
　
巻
三
十
三
下
、
第
５
２
冊
　
巻
三
十
四
、
第
５
３
冊
　
巻
三
十
五
雌
、
第
５
４
冊

巻
三
十
五
雄
、
第
５
５
冊
　
巻
三
十
六
、
第
５
６
冊
　
巻
三
十
七
、
第
５
７
冊
　
巻
三

十
八
、
第
５
８
冊
巻
三
十
九
呂
、
第
５
９
冊
巻
三
十
九
律
、
第
６
０
冊
巻
四
十

・
後
序
（
原
友
軒
）
。

　
『
綱
目
』
が
拠
っ
た
『
太
平
記
』
の
流
布
本
系
版
本
は
、
総
目
録
．
剣
巻
合

一
巻
を
巻
頭
に
お
い
た
四
十
一
巻
本
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『
網
目
』
で
は
、
巻

一
・
巻
十
三
・
巻
十
六
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
関
わ
る
附
録
が
計
四
冊
加
わ

り
、
さ
ら
に
巻
八
を
は
じ
め
計
十
四
の
巻
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
分
冊
と
な
っ
た
結

果
、
総
計
六
十
冊
の
大
部
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
現
存
版
本
の
中
で
、
右
記
の
内
閣
文
庫
本
と
構
成
の
ち
が
い
の
み
ら
れ
る
の

は
、
巻
頭
部
の
第
一
冊
・
第
二
冊
、
お
よ
び
巻
末
の
第
六
十
冊
で
あ
る
。
例
え

ば
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
版
本
で
は
、
第
一
冊
が
、
序
（
村
田
通
信
）
．
後
序

一
原
友
軒
）
・
凡
例
（
原
友
軒
）
・
総
目
録
・
剣
巻
と
な
っ
て
お
り
、
内
閣
本
で

　
　
　
　
　
『
太
平
記
綱
旦
小
考
口

は
巻
末
（
第
六
十
冊
末
尾
）
に
お
か
れ
て
い
る
「
後
序
」
が
、
巻
頭
部
に
お
か

れ
て
い
る
。
ま
た
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
版
本
で
は
、
第
一
冊
　
総
目
録
・

剣
巻
、
第
二
冊
　
序
（
村
田
通
信
）
・
後
序
（
原
友
軒
）
・
凡
例
（
原
友
軒
）
．

巻
一
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
に
よ
っ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
い
く

っ
か
の
異
な
る
版
が
上
梓
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
『
綱
目
』
に
か
な
り
の
需

要
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
版
に
よ
る
構
成
の
ち

が
い
は
、
「
後
序
」
の
お
か
れ
た
位
置
の
ち
が
い
を
中
心
と
し
た
、
記
事
構
成

の
順
序
・
位
置
の
小
異
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
の
記
事
内
容
に
ち

が
い
は
み
ら
れ
な
い
。

四
　
『
太
平
記
綱
目
』

と
『
通
鑑
綱
目
』

　
『
網
目
』
の
全
体
的
構
成
は
右
に
み
た
ご
と
く
で
あ
る
が
、
次
に
そ
れ
ぞ
れ

の
巻
は
、
ど
の
よ
う
な
方
針
の
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
形
態
と
内
容
を
も
っ
て

記
述
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

　
『
綱
目
』
著
述
の
方
針
に
つ
い
て
は
、
著
者
原
友
軒
の
手
に
な
る
「
凡
例
」

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
そ
れ
に
っ
い
て
み
て
み
よ
う
。
「
凡

例
」
は
一
っ
書
き
で
、
九
項
目
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
項
目
は
、

　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
シ
テ
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
ニ
シ
テ

　
一
、
是
　
編
太
平
記
正
文
、
大
書
為
レ
綱
。
以
二
諸
名
家
之
評
騰
一
細
書

　
　
　
為
一
臥
。

と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七



　
　
　
　
　
『
太
平
記
綱
目
』
小
考
口

　
「
綱
目
」
と
は
、
物
事
の
、
大
き
な
区
分
け
と
小
さ
な
区
分
け
、
す
な
わ
ち

大
綱
と
細
目
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
書
は
、
ま
ず
「
綱
」
と
し

て
「
太
平
記
正
文
」
（
『
太
平
記
』
の
本
文
）
を
「
大
書
」
し
て
前
に
掲
げ
、
後

に
『
太
平
記
』
に
関
す
る
諸
家
の
「
評
騰
」
（
「
騰
」
は
、
救
い
あ
げ
て
生
か
す

　
　
　
　
　
　
し
つ

と
い
う
意
の
「
鷺
」
の
異
体
字
）
を
「
細
書
」
し
て
載
せ
、
こ
れ
を
「
目
」
と

し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
同
じ
著
者
原
友
軒
筆
の
「
太
平
記
綱
目
後
序
」
に
は
、

　
　
　
キ
ハ
　
ノ
　
テ
　
　
　
ヲ
ニ
シ
テ
シ
ト
　
テ
　
　
ノ
　
ヲ
ニ

　
　
今
如
二
此
篇
一
則
以
二
太
平
記
正
文
一
大
書
為
レ
綱
、
以
二
諸
名
家
評
騰
一
細

　
シ
テ
ス
ト
マ
マ
ハ
　
テ
カ
ヲ
ニ
シ
テ
　
ヲ
ク
　
　
　
ニ

　
書
為
レ
目
、
問
或
借
以
二
己
意
一
更
為
二
篇
段
一
附
二
各
評
之
後
一
凡
六
十
巻

　
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
名
二
太
平
記
綱
目
一

と
あ
る
。

　
「
綱
」
と
「
目
」
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
「
凡
例
」
の
第
一
項
と
全
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

同
じ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
諸
家
の
評
に
後
に
、
「
己
意
」
を
も
っ

て
し
た
「
篇
段
」
、
す
な
わ
ち
著
者
友
軒
の
私
見
を
加
え
た
箇
所
も
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
本
書
は
、
こ
の
「
網
」
と
「
目
」
を
主
体
と
し
て
編
成

し
た
故
に
、
『
太
平
記
綱
目
』
と
呼
称
す
る
と
い
う
こ
と
も
明
示
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

　
『
綱
目
』
を
称
す
る
著
名
な
る
著
作
に
、
司
馬
光
の
大
著
『
資
治
通
鑑
』
（
一

〇
八
四
年
成
立
）
を
、
南
宋
の
朱
喜
一
（
朱
子
）
が
独
自
の
観
点
か
ら
再
編
成
し

た
史
書
「
資
治
通
鑑
綱
目
』
五
十
九
巻
が
あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
序
に
、
「
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八

　
テ
シ
テ
ヲ
　
　
　
　
テ
フ
　
ヲ

書
以
提
レ
要
、
而
分
注
以
備
レ
言
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
資
治
通
鑑
』
か
ら
重
要

な
事
項
を
と
り
出
し
て
大
書
し
た
「
綱
」
と
、
分
注
的
に
事
実
を
詳
記
し
た

「
目
」
と
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
『
通
鑑
綱
目
』
は
、
朱
喜
一
の
意
を
う
け
て
、
そ
の
門
下
の
超
師
淵
が
編

　
　
　
　
　
　
　
＠

纂
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
わ
が
国
に
は
宋
学
の
伝
来
と
共
に
、
南
北
朝
時
代
か

ら
伝
わ
り
、
江
戸
期
に
は
、
幕
府
の
官
学
と
な
っ
た
朱
子
学
の
学
派
に
と
り
わ

け
重
ん
ぜ
ら
れ
、
版
も
重
ね
て
広
く
流
布
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
原
友
軒
は
、
お
そ
ら
く
『
綱
目
』
と
い
う
書
名
も
、
「
綱
」
と
「
目
」
を
た

て
る
叙
述
形
態
も
、
右
の
『
通
鑑
綱
目
』
に
学
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
「
凡
例
」
の
第
二
項
目
に
は
、

　
　
　
　
　
ヒ
ニ
ス
ノ
ニ
テ
ス
ニ

　
一
、
紀
年
及
紀
月
、
並
載
二
干
各
巻
之
初
一
以
便
二
考
覧
↓

と
あ
る
。
こ
れ
は
『
綱
目
』
各
巻
の
巻
頭
に
お
か
れ
て
い
る
目
録
の
冒
頭
部
に

お
い
て
、
巻
一
の
例
で
い
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

太
平
記
綱
目
巻
之
一
目
轟
轟
奮
朋
一

と
い
っ
た
よ
う
な
形
で
、
各
巻
が
記
述
し
て
い
る
年
月
の
始
め
と
終
り
、
っ
ま

り
い
っ
か
ら
い
っ
ま
で
の
期
問
を
扱
っ
て
い
る
か
を
一
目
の
も
と
に
明
示
し
、

南
北
朝
時
代
を
記
述
し
た
編
年
的
歴
史
書
と
い
う
『
太
平
記
』
の
一
面
を
強
く

お
し
出
し
て
い
る
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。

　
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
『
資
治
通
鑑
』
を
再
構

成
し
て
、
「
某
年
某
月
（
某
日
）
起
っ
た
事
件
の
い
わ
ば
見
出
し
（
綱
）
を
ま



ず
掲
げ
、
次
に
行
を
改
め
て
、
あ
る
い
は
一
格
下
げ
て
、
そ
の
事
件
の
内
容
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
述
し
て
い
く
（
目
）
と
い
う
や
り
方
、
つ
ま
り
読
む
年
表
」
と
い
う
体
裁
を

と
っ
た
史
書
で
あ
る
。

　
右
記
の
『
太
平
記
綱
目
』
の
「
凡
例
」
第
二
項
目
の
よ
う
な
や
り
方
は
、

『
太
平
記
』
を
一
種
の
編
年
史
と
し
て
位
置
づ
け
る
意
図
を
も
っ
て
、
『
通
鑑
綱

目
』
の
「
綱
目
体
」
と
い
う
べ
き
も
の
を
、
『
太
平
記
』
に
適
用
し
た
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
『
太
平
記
綱
目
』
よ
り
さ
き
に
、
万

治
二
年
（
ニ
ハ
五
九
）
に
板
行
さ
れ
、
『
綱
目
』
が
大
き
な
影
響
を
う
け
た

『
太
平
記
大
全
』
に
お
い
て
、
す
で
に
一
」
う
し
た
各
巻
目
録
の
巻
頭
部
に
、
そ

の
巻
で
扱
っ
て
い
る
年
月
の
始
め
と
終
り
を
記
す
と
い
う
や
り
方
が
採
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
『
綱
目
』
は
、
こ
の
『
大
全
』
の
や
り
方
を
踏
襲
し

た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
、
『
綱
目
』
の
著
者
原

友
軒
が
、
あ
た
か
も
『
綱
目
』
の
大
き
な
特
色
の
ご
と
く
に
、
「
凡
例
」
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
方
針
を
掲
げ
た
意
図
が
理
解
し
が
た
い
こ
と
に
な
る
。

　
『
太
平
記
大
全
』
の
現
存
版
本
（
整
版
本
）
は
、
い
ず
れ
も
、
「
万
治
式
己
亥

年
仲
夏
吉
辰
板
行
之
」
と
い
う
刊
記
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
の
刊
記
を
持
っ
版

本
で
も
、
各
巻
目
録
の
箇
所
に
、
収
載
年
月
の
始
め
と
終
り
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
（
例
え
ば
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
）
も
現
存
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
『
太
平
記
網
目
』
小
考
口

　
ま
た
架
蔵
本
な
ど
を
み
る
と
、
巻
四
十
の
巻
末
に
記
さ
れ
た
「
万
治
式
己
亥

年
…
」
と
い
う
刊
記
の
部
分
に
は
、
上
下
に
枠
取
り
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
刊
記
を
貼
付
し
て
刷
っ
た
形
跡
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
点
か
ら
推
し
て
、
万
治
二
年
の
『
大
全
』
初
刷
刊
行
の
時
に
は
、

各
巻
収
載
年
月
の
始
め
終
り
の
記
入
は
な
く
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
頃
に

刊
行
さ
れ
た
『
綱
目
』
に
な
ら
っ
て
、
そ
れ
以
後
に
、
各
巻
目
録
部
に
収
載
年

月
の
始
め
終
り
を
記
入
し
た
版
に
万
治
二
年
板
行
と
い
う
刊
記
を
貼
付
し
て
刊

行
し
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
仮
説
を
裏
づ
け
る
た
め
に
は
、
こ
の
期
の
『
太
平
記
』
や
『
大
全
』

『
綱
目
』
の
版
本
類
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
精
査
・
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ

う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
太
平
記
綱
目
』
刊
行
の
寛
文
八
年
あ
た
り
か
ら
、

『
網
目
』
と
同
じ
よ
う
な
形
で
、
各
巻
目
録
部
に
、
そ
の
巻
収
載
年
月
の
始
め

終
り
を
記
入
し
た
『
太
平
記
』
版
本
（
整
版
本
）
の
刊
行
（
例
え
ば
、
寛
文
十

一
年
刊
本
・
貞
享
五
年
刊
『
新
刻
太
平
記
』
本
・
元
禄
十
一
年
刊
『
絵
入
り
太

平
記
』
本
な
ど
）
が
、
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

次
に

一
、

五
　
『
綱
目
』

掲
出
の
『
太
平
記
』

『
綱
目
』
の
「
凡
例
」

　
ハ
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
ニ

正
文
、
因
一
旧
－
本
一

　
　
　
ヲ

附
一
益
之
↓

本
文

第
三
項
目
を
み
て
み
る
と
、

　
　
　
ラ
　
　
　
ル
　
　
ク
ル
コ
ト
　
ハ

一
字
不
レ
刊
、
有
レ
欠
　
者
、

一
九

　
　
シ
テ

採
■
校

　
ヲ

異
本
一
而



『
太
平
記
綱
目
』
小
考
ｏ

と
あ
る
。

　
『
綱
目
』
は
、
す
で
に
「
凡
例
」
第
一
項
目
で
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
各

巻
と
も
、
ま
ず
『
太
平
記
』
の
「
正
文
」
（
本
文
）
を
前
に
掲
げ
て
、
こ
れ
を

「
綱
」
（
大
綱
）
と
し
、
そ
の
本
文
に
対
す
る
論
評
や
注
釈
を
「
目
」
（
細
目
）

と
し
て
、
そ
の
後
に
載
せ
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
の
第
三
項
目

は
、
そ
の
本
文
採
択
の
方
針
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
『
綱
目
』
に
載
せ
た
『
太
平
記
』
本
文
は
、
「
旧
本
」
に
拠
り
、

そ
れ
を
一
字
も
削
ら
ず
に
収
載
し
、
「
旧
本
」
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
場
合

は
、
「
異
本
」
を
対
校
し
て
、
こ
れ
を
補
っ
た
と
し
て
い
る
。
底
本
と
し
た

「
旧
本
」
も
、
対
校
し
た
と
い
う
「
異
本
」
も
、
具
体
的
に
ど
の
本
を
さ
す
の

か
、
ま
っ
た
く
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
こ
う
し
た
点
は
、
『
綱
目
』
成
立
か
ら
二
十
年
余
り
後
の
元
禄
二
年
（
一
六

八
九
）
に
著
わ
さ
れ
た
水
戸
の
『
参
考
太
平
記
』
が
、
そ
の
「
凡
例
」
で
、
対

校
し
た
異
本
九
本
の
素
姓
ま
で
明
記
し
て
い
る
こ
と
な
ど
と
比
較
す
れ
ば
、
ず

さ
ん
な
「
凡
例
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
、
『
綱
目
』
著
作
の
ね
ら
い
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
『
太
平

記
』
本
文
の
研
究
を
行
う
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
は
な
く
、
『
太
平
記
』
を

読
ん
だ
り
、
講
釈
し
た
り
す
る
人
の
た
め
の
百
科
大
全
を
作
る
と
い
う
啓
蒙
的

な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
し
、
そ
う
し
た
啓
蒙
的
著
作
に
、
「
凡
例
」
を
か
か
げ
て
、

著
述
方
針
や
特
色
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
を
む
し
ろ
評
価
す
べ
き
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇

な
か
ろ
う
か
（
先
行
の
『
太
平
記
大
全
』
に
は
「
凡
例
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
な

い
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
「
凡
例
」
に
い
う
「
旧
本
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
古
本
」

の
こ
と
で
は
な
く
、
江
戸
期
に
お
け
る
正
統
の
『
太
平
記
』
本
文
で
あ
っ
た
流

布
本
（
版
本
）
系
統
の
中
で
は
旧
い
本
ぐ
ら
い
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
『
綱
目
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
太
平
記
』
本
文
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
版
と

み
ら
れ
る
も
の
は
、
ま
だ
管
見
に
入
ら
な
い
が
、
総
目
録
と
剣
巻
と
を
別
冊
に

立
て
て
四
十
一
冊
本
と
し
て
い
る
点
か
ら
推
す
と
、
こ
の
形
態
を
は
じ
め
て
と

っ
た
元
和
二
年
片
仮
名
交
り
十
二
行
古
活
字
本
や
元
和
八
年
片
仮
名
交
り
十
二

行
整
版
本
か
ら
後
に
刊
行
さ
れ
た
流
布
本
（
版
本
）
系
の
一
本
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
『
大
全
』
所
収
の
『
太
平
記
』
本
文
と
も
近
い
系
統
と
思
わ
れ
る
が
、

付
訓
な
ど
を
比
較
す
る
と
、
ま
っ
た
く
同
一
版
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

六
　
『
綱
目
』

と
『
無
極
抄
』

　
『
綱
目
』
「
凡
例
」
の
第
四
項
目
は
、

　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ノ
ノ
ヲ
ト
ノ
ノ
ヲ
ク
ニ
ソ

　
一
、
以
二
伝
記
及
和
田
助
則
評
一
為
レ
本
、
以
二
釈
自
晦
評
一
継
レ
之
、
凡
雑
抄

　
　
　
キ
ハ
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ヲ

　
　
　
如
二
図
経
・
合
壁
・
南
木
集
・
満
祐
記
・
名
和
軍
記
等
一
参
レ
焉
補
レ
焉
。

と
な
っ
て
い
る
。

　
『
綱
目
』
は
、
前
記
の
よ
う
に
、
近
世
初
期
に
相
次
い
で
著
わ
さ
れ
た
『
太

平
記
』
の
評
判
書
・
注
釈
書
の
類
を
集
大
成
す
る
こ
と
を
大
き
な
目
的
と
し
た



著
作
で
あ
る
が
、
こ
の
「
凡
例
」
第
四
項
目
は
、
そ
の
う
ち
の
評
判
書
の
類
に

つ
い
て
、
ど
の
書
を
収
載
・
参
照
し
た
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
右
の
「
凡
例
」
に
よ
る
と
、
評
判
書
の
類
に
つ
い
て
は
、
「
伝
記
」
お
よ
び

「
和
田
助
則
評
」
を
中
心
に
す
え
、
「
釈
自
晦
評
」
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
「
図
経
」

「
合
壁
」
「
南
木
集
」
「
満
祐
記
」
「
名
和
軍
記
」
な
ど
も
参
照
し
て
、
上
記
の
三

つ
の
も
の
の
補
い
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
右
に
挙
が
っ
て
い
る
諸
書
の
う
ち
、
主
と
し
て
引
抄
し
た
と
い
う
「
和
田
助

則
評
」
と
い
う
の
が
、
『
太
平
記
評
判
私
要
理
尽
無
極
妙
』
を
さ
す
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
『
無
極
妙
』
巻
頭
の
「
無
極
抄
之
序
」
（
「
洛
外
之
隠
士
桃
翁
」
筆
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｃ

に
、
「
此
評
判
私
要
無
極
抄
五
十
巻
者
、
和
田
下
野
守
助
則
入
道
栄
閤
作
也
」

と
あ
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。

　
事
実
、
『
綱
目
』
の
内
容
を
み
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
巻
一
の
第
一
章
段

「
後
醍
醐
天
皇
御
治
世
事
」
の
本
文
の
後
に
収
載
さ
れ
て
い
る
十
四
項
目
の

「
評
」
や
「
伝
」
の
う
ち
、
三
項
目
は
『
無
極
抄
』
か
ら
引
い
た
も
の
で
あ
り
、

第
二
章
段
「
関
所
停
止
事
」
で
は
、
九
項
目
中
の
四
項
目
が
、
『
無
極
妙
』
か

ら
の
も
の
で
あ
る
。
巻
一
全
体
で
い
え
ば
、
七
十
六
項
目
中
の
二
十
三
項
目
で
、

約
三
割
を
占
め
て
お
り
、
他
の
七
割
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
『
理
尽
抄
』

と
並
ん
で
、
重
視
・
採
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　
た
だ
し
、
そ
の
『
無
極
抄
』
の
引
抄
の
仕
方
は
、
今
井
正
之
助
氏
が
指
摘
さ

　
　
　
　
　
『
太
平
記
綱
目
』
小
考
口

　
　
　
盈

れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
大
全
』
が
『
理
尽
抄
』
の
「
評
」
や
「
伝
」
を
、
そ
っ

く
り
そ
の
ま
ま
引
き
う
つ
し
て
載
せ
た
と
い
っ
た
よ
う
な
機
械
的
な
も
の
で
は

な
く
、
取
捨
し
た
り
、
別
項
目
を
合
成
し
て
一
項
目
に
ま
と
め
た
り
、
詞
章
に

も
多
少
の
改
変
の
手
を
加
え
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
著
者
原
友
軒
に
よ
っ
て
再

編
成
さ
れ
た
形
で
採
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
と
い
え
る
。

　
『
綱
目
』
の
『
無
極
妙
』
か
ら
の
引
抄
の
一
例
を
、
巻
一
の
第
三
章
段
「
立

后
事
付
三
位
殿
御
局
事
」
か
ら
あ
げ
て
み
る
と
、
後
醍
醐
天
皇
の
後
宮
の
乱
脈

に
関
連
し
て
、

屏
日
正
中
元
年
六
月
二
十
音
二
、
後
宇
多
帝
崩
シ
給
ヒ
シ
ニ
、
此
君
無

　
道
ノ
御
心
ニ
テ
父
崩
御
ノ
翌
日
ヨ
リ
御
遊
ノ
興
ヲ
催
シ
テ
、
諸
臣
ヲ
召
集
ラ

　
　
　
　
　
　
〔
妓
カ
一

　
レ
、
宴
ヲ
設
テ
岐
女
ノ
舞
楽
ヲ
奏
セ
シ
ム
、
是
悪
王
ノ
行
ナ
リ
、
今
又
南

　
都
ノ
僧
徒
二
女
肉
ヲ
許
サ
レ
テ
、
交
ノ
堅
カ
ラ
ン
事
ヲ
期
シ
給
フ
、
又
南
都

　
　
　
　
　
　
　
テ
ク
ル
マ

　
ヘ
幸
ノ
時
、
美
人
奪
ニ
シ
テ
寺
中
へ
入
侍
ル
、
是
僧
徒
ヲ
親
ム
ベ
キ
計
略

　
ナ
リ
、
サ
レ
共
是
等
ハ
皆
小
人
ノ
謀
ニ
テ
君
子
ノ
ス
ベ
キ
事
ニ
ア
ラ
ズ
、
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ト
ネ

　
資
朝
・
俊
基
等
ヲ
近
ヅ
ケ
御
座
ノ
菌
ヲ
同
ク
シ
テ
常
ノ
睡
ヲ
催
サ
レ
、
傾

　
国
ノ
乱
ヲ
恐
ズ
、
傾
城
ノ
源
ヲ
知
ズ
シ
テ
逸
遊
二
乗
セ
ラ
ル
ル
ハ
天
子
ノ
器

　
ニ
ア
ラ
ズ
、
（
３
２
ウ
）

と
い
う
項
目
が
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
『
無
極
抄
』
巻
一
之
上
（
！
３
オ
ー
１
３
ウ
）
に
、

　
一
　
正
中
元
年
二
後
宇
多
院
崩
シ
タ
マ
ヒ
シ
ニ
、
此
君
情
ナ
キ
御
心
ニ
テ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
一



　
　
　
　
　
『
太
平
記
綱
目
』
小
考
口

　
　
父
ノ
王
崩
御
ノ
明
ル
日
ヨ
リ
、
御
遊
ノ
興
ヲ
催
シ
テ
、
諸
臣
ヲ
召
集
ラ
レ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ト
メ

　
　
酒
宴
シ
、
妓
女
ノ
舞
楽
ヲ
奏
セ
シ
ム
、
是
悪
王
ノ
勤
ナ
リ
、

　
一
　
南
都
ノ
僧
徒
二
女
肉
ヲ
ユ
ル
サ
レ
テ
、
交
リ
ノ
堅
カ
ラ
ン
事
ヲ
期
シ
給

　
　
フ
、
是
ヲ
少
人
ノ
謀
ニ
シ
テ
君
子
ノ
ス
ベ
キ
事
ニ
テ
ハ
ナ
シ
、
其
上
南
都

　
　
レ
御
幸
ノ
時
、
美
人
箪
ニ
シ
テ
寺
中
へ
催
シ
入
レ
タ
リ
、
是
皆
僧
徒
ヲ

　
　
可
レ
親
ノ
御
計
略
ナ
リ
、

　
一
　
資
朝
・
俊
基
御
座
ノ
シ
ト
ネ
ヲ
同
ク
シ
テ
、
常
ノ
御
睡
ヲ
催
サ
ル
ル
事
、

　
　
天
子
ノ
御
器
量
ニ
ア
ラ
ズ
、
其
上
傾
国
ノ
乱
ヲ
不
レ
恐
、
傾
城
ノ
源
ヲ

　
　
不
二
知
給
一
逸
興
二
乗
シ
テ
御
政
拙
シ
、

と
あ
る
三
項
目
を
、
詞
章
の
前
後
を
入
れ
か
え
た
り
し
て
多
少
の
手
を
加
え
な

が
ら
、
「
伝
日
」
と
い
う
一
項
目
を
ま
と
め
て
載
せ
た
も
の
で
あ
る
。

七
　
『
綱
目
』

と
『
大
全
』

『
理
尽
紗
』

　
右
の
よ
う
に
、
『
無
極
紗
』
の
引
抄
に
つ
い
て
は
、
「
凡
例
」
第
四
項
目
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
、

『
綱
目
』
が
主
と
し
て
引
抄
・
収
載
し
た
と
い
う
、
も
う
一
っ
の
も
の
、
す
な

わ
ち
「
伝
記
」
と
は
何
を
さ
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
当
然
こ
れ
は
『
理
尽
紗
』
を
さ
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
、
巻
一
の
第
一
章
段
「
後
醍
醐
天
皇
御
治
世
事
」
に
載

せ
ら
れ
て
い
る
十
四
項
目
の
「
評
」
「
伝
」
の
う
ち
、
十
項
目
は
『
理
尽
紗
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二

か
ら
引
い
た
も
の
で
あ
る
（
あ
と
の
三
項
目
は
『
無
極
抄
』
、
一
項
目
は
出
所

未
詳
）
。
巻
一
全
体
で
い
え
ば
、
七
十
六
項
目
の
う
ち
、
実
に
五
十
一
項
目
は

『
理
尽
抄
』
か
ら
採
っ
て
お
り
、
全
体
の
七
割
弱
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
『
理
尽
紗
』
に
つ
い
て
、
「
凡
例
」

で
ふ
れ
な
い
こ
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
右
記
の
「
凡
例
」
第
四
項
目

で
、
そ
れ
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
「
本
ト
為
」
た
と
い
う
「
伝
記
」
し
か
あ
り

得
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
『
理
尽
抄
』
に
は
、
『
太
平
記
』
記
事
に
つ
い
て
論
評
を
加
え
た
「
評
」
と
、

異
伝
・
裏
話
の
類
を
補
記
し
た
「
伝
」
と
の
二
大
項
目
が
あ
り
、
そ
の
比
重
は

相
半
ば
し
て
い
る
が
、
そ
の
両
者
を
包
括
し
て
、
「
伝
記
」
と
表
記
し
た
と
み

な
す
の
は
、
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
「
伝
記
」
と
い
う
項
目
は
、
実
は
「
綱
目
』
が
大
き
な
影
響
を
う
け
、

著
作
の
範
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
大
全
』
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は

　
　

旧
稿
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
『
大
全
』
の
著
者
西
道
智
が
、
『
太
平
記
」
全
巻

に
わ
た
っ
て
、
新
た
に
三
千
三
百
四
十
八
の
項
目
を
立
て
、
主
要
な
登
場
人
物

の
略
伝
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
綱
目
』
は
、
こ
の
『
大
全
』
の
「
伝
記
」
を
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
な
く
、

要
を
と
っ
た
り
、
著
者
原
友
軒
に
よ
る
注
解
の
ご
と
く
み
せ
か
け
た
り
し
な
が

ら
、
大
い
に
活
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
巻
一
の
第
一
章
段
「
後
醍
醐
天
皇
御

治
世
事
付
武
家
繁
昌
事
」
の
最
初
の
注
解
（
頭
注
）
は
「
神
武
帝
」
に
つ
い
て



で
あ
る
が
、
見
出
し
の
下
に
「
追
解
」
と
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
注
記
さ
れ
て

い
る
。

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ロ
ハ

高
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
、
彦
波
漆
武
鴎
鴛
草
葺
不
合
尊
第
四
皇
子
也
、
　
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
シ
テ
テ
ル
ト
　
　
ク
ニ

　
日
二
玉
依
姫
一
海
童
之
小
女
也
、
年
十
五
　
立
為
二
太
子
一
五
十
二
歳
即
レ
位
、

　
ル
コ
ト
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
ノ
　
ニ
　
　
　
ニ

治
二
天
下
一
七
十
六
年
、
崩
二
干
橿
原
宮
一
時
年
一
百
二
十
七
歳
、

　
「
神
武
帝
」
に
つ
い
て
は
、
『
太
平
記
抄
』
『
太
平
記
賢
愚
抄
』
に
注
解
の
記

載
が
な
く
、
こ
の
「
追
解
」
は
、
『
大
全
』
の
「
伝
記
」
の
欄
に
、

　
○
神
武
天
皇
　
日
本
人
皇
始
、
講
神
日
本
磐
余
彦
尊
、
又
狭
野
神
代
庚
午
正

　
月
朔
日
庚
辰
誕
生
、
甲
申
年
為
二
皇
太
子
一
辛
酉
正
月
一
日
於
二
日
向
樟
原

　
宮
一
即
位
、
御
歳
五
十
一
歳
也
、
治
七
十
六
年
、
百
二
十
七
歳
崩
、
地
神
五

代
彦
波
激
武
鴎
鴛
草
葺
不
合
尊
第
四
皇
子
、
母
玉
依
姫
海
童
子
皇
姫
也
、
神

　
武
即
位
周
十
八
代
恵
王
十
七
年
当
也
、

　
　
＠

と
あ
る
の
を
う
け
て
、
こ
れ
を
簡
潔
な
形
に
ま
と
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
『
綱
旦
に
お
け
る
「
追
解
」
と
は
、
同
書
が
引
い
て
い
る
先
行
の
注
釈
書

『
太
平
記
妙
』
『
太
平
記
賢
愚
抄
』
に
注
解
の
記
載
が
な
い
か
、
記
載
が
あ
っ
て

も
不
充
分
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
、
著
者
原
友
軒
が
新
た
に
注
解
を
加
え
た

も
の
を
さ
す
の
で
あ
る
が
、
右
の
例
の
よ
う
に
、
『
大
全
』
の
「
伝
記
」
な
ど

を
巧
み
に
利
用
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
友
軒
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
注
解
で
は
な
い

も
の
も
多
く
見
う
け
ら
れ
る
。

　
「
追
解
」
と
し
た
も
の
で
な
い
場
合
で
も
、
『
大
全
』
の
「
伝
記
」
利
用
が
行

　
　
　
　
　
『
太
平
記
綱
目
』
小
考
口

わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
巻
一
「
後
醍
醐
天
皇
御
治
世
事
」
の
三
番
目
の
頭
注

「
高
時
」
の
項
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
人
皇
五
十
主
桓
武
帝
二
十
世
孫
相
模
守
貞
時
長
子
也
、
生
二
干
嘉
元
癸
卯
一

　
　
ニ
シ
テ
　
ス
　
　
　
　
　
ノ
　
ノ
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
シ
テ
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ニ

　
九
歳
　
任
二
左
馬
権
頭
一
十
有
五
　
任
二
干
相
模
守
一
嘉
暦
元
年
三
月
士
ニ

　
ニ
　
　
ス
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ

　
日
薙
髪
、
時
年
二
十
四
歳
釈
名
宗
鑑
、
正
慶
二
年
五
月
二
十
三
日
於
二
鎌
倉

　
　
　
ニ
　
　
　
　
ス

　
東
勝
寺
一
自
殺
、

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
明
ら
か
に
『
大
全
』
の
「
伝
記
」
に
、

　
○
相
模
守
平
高
時
　
人
皇
五
十
代
桓
武
天
皇
二
十
代
之
孫
相
模
守
貞
時
嫡
男

　
也
、
嘉
元
元
年
生
、
十
五
歳
任
二
相
模
守
一
嘉
暦
元
年
三
月
十
三
日
依
二
所

　
労
一
出
家
法
名
宗
鑑
二
十
四
歳
、
柑
一
歳
正
慶
二
年
五
月
廿
三
日
於
二
鎌
倉

　
東
勝
寺
一
自
害
、
号
二
月
輪
寺
一

と
あ
る
も
の
を
要
約
補
訂
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
綱
目
』
が
、
『
大
全
』
の
「
伝
記
」
に
依
拠
し
て
「
追
解
」

や
注
解
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
「
凡
例
」
に
お
い
て
、
「
伝
記
」

に
拠
っ
た
と
記
す
こ
と
自
体
は
、
む
し
ろ
当
然
と
も
み
な
さ
れ
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
凡
例
」
第
四
項
目
は
、
難
解
語
句
や
固
有
名
詞
な
ど
の
注

解
に
関
し
て
、
『
綱
目
』
が
依
拠
し
、
引
抄
し
た
書
物
を
あ
げ
る
べ
き
と
こ
ろ

（
そ
れ
は
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
「
凡
例
」
第
七
項
目
で
行
っ
て
い
る
）
で
は
な

く
、
評
判
書
の
眼
目
で
あ
る
諸
家
の
論
評
や
異
伝
の
収
載
は
、
何
に
依
拠
し
、

何
を
引
抄
し
た
か
に
っ
い
て
述
べ
る
べ
き
箇
所
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三



　
　
　
　
　
『
太
平
記
綱
目
』
小
考
口

は
当
然
、
『
綱
目
』
が
、
「
評
」
や
「
伝
」
の
収
載
に
っ
き
、
最
も
依
拠
し
、
引

抄
し
て
い
る
『
理
尽
抄
』
か
、
或
い
は
、
そ
の
『
理
尽
抄
』
を
忠
実
に
う
け
つ

ぎ
又
載
し
て
い
る
『
大
全
』
の
名
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
「
伝
記
」
と

い
う
よ
う
な
、
「
凡
例
」
の
別
項
に
あ
げ
る
べ
き
も
の
を
持
ち
来
っ
て
、
何
か

箱
晦
の
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
ろ
う
。

　
思
う
に
、
『
綱
目
』
の
著
者
原
友
軒
に
は
、
『
太
平
記
』
評
判
書
を
創
始
し
た

『
理
尽
紗
』
や
、
評
判
書
・
注
釈
書
を
集
成
し
、
そ
れ
に
私
見
を
加
え
る
と
い

う
新
ス
タ
イ
ル
を
創
り
出
し
た
『
大
全
』
に
対
す
る
根
強
い
対
抗
意
識
が
あ
っ

た
よ
う
で
、
「
凡
例
」
や
「
後
序
」
で
も
、
そ
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
を
意
識
的

に
さ
け
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
し
か
し
、
「
凡
例
」
で
あ
る
以
上
、
ま
っ
た
く
黙
殺
す
る
こ
と
も
で
き
に
く

い
の
で
、
「
伝
記
」
と
い
う
よ
う
な
、
あ
い
ま
い
な
表
現
に
よ
っ
て
、
『
大
全
』

と
、
『
大
全
』
が
忠
実
に
採
録
し
て
い
る
『
理
尽
抄
』
の
「
評
」
や
「
伝
」
の

こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
伝
記
」
を
も
っ
て
「
本
ト
為

ス
」
と
い
う
「
凡
例
」
の
第
四
項
目
を
強
い
て
解
す
れ
ば
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
か
。

八

『
綱
目
』
と

「
雑
抄
」

　
『
綱
目
』
の
「
凡
例
」
第
四
項
目
は
、
主
と
し
て
拠
っ
た
二
つ
の
も
の
に
続

い
て
、
「
以
二
釈
自
晦
評
一
継
レ
之
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
僧
自
晦
が
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四

な
る
人
物
か
、
そ
の
「
評
」
を
載
せ
る
の
は
い
か
な
る
書
か
未
詳
で
あ
る
。
さ

き
に
も
ふ
れ
た
が
、
『
綱
目
』
に
は
、
数
は
少
な
い
が
、
『
理
尽
抄
』
に
も
『
無

極
抄
』
に
も
見
え
な
い
、
出
所
未
詳
の
「
評
」
や
「
伝
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
巻
一
「
後
醍
醐
天
皇
御
治
世
事
」
の
章
に
付
さ
れ
た
「
評
」
「
伝
」

の
う
ち
、
五
番
目
の
「
評
日
」
に
あ
た
る
項
目
（
１
４
オ
ー
１
５
オ
）
に
、

　
ソ
レ

　
夫
人
ヲ
賞
ス
ル
ノ
道
、
其
功
ヲ
計
リ
テ
官
禄
ヲ
与
フ
、
サ
レ
バ
一
人
賞
シ
テ

　
万
人
悦
ガ
ゴ
ト
ク
ニ
賞
ス
ル
時
ハ
、
上
下
ノ
心
ヲ
励
シ
テ
、
諸
人
其
賞
ヲ
蒙

　
ラ
ン
事
ヲ
思
フ
、
今
頼
朝
平
家
ヲ
ホ
ロ
ボ
シ
給
フ
事
、
其
功
他
二
異
ナ
リ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
キ

　
テ
、
六
十
余
州
ノ
総
追
補
使
二
補
セ
ラ
ル
ル
事
、
大
二
過
タ
リ
、
是
全
ク
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ヘ
ツ
テ

　
下
ノ
益
ニ
ア
ラ
ズ
、
却
而
王
法
衰
ル
端
ト
ナ
レ
リ
、
（
中
略
）
父
子
三
代
僅

　
二
四
十
ニ
ニ
尽
ヌ
ル
事
、
天
ヨ
リ
是
ヲ
罪
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
後
ノ
人
カ
リ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ト

　
モ
忘
ル
マ
ジ
キ
ハ
、
忠
孝
ノ
道
ナ
リ
、
最
慎
シ
ム
ベ
シ
、

と
あ
る
の
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
或
い
は
こ
の
項
あ
た
り
が
、
「
釈
自
晦
評
」

を
引
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
次
に
、
「
参
レ
焉
補
レ
焉
」
、
つ
ま
り
参
考
に
し
た
り
補
足
し
た
り
す
る
の
に

用
い
た
と
い
う
「
雑
抄
」
の
類
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
最
初
の
『
図
経
』
と

は
、
『
太
平
記
理
尽
図
経
』
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
『
理
尽
抄
』
か
ら
、

兵
法
・
軍
略
に
関
す
る
記
事
を
抽
出
し
、
合
戦
の
布
陣
な
ど
を
図
示
し
た
も
の

で
あ
り
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
以
前
に
大
橋
貞
清
が
著
作
し
、
明
暦
二
年

（
一
六
五
六
）
に
版
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
の
生
成
や
、
『
綱
目
』
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

『
図
経
』
引
用
の
具
体
相
に
つ
い
て
は
、
今
井
正
之
助
氏
の
論
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
。

　
二
番
目
の
「
合
壁
」
は
、
全
体
で
八
十
九
箇
所
ほ
ど
引
か
れ
て
お
り
、
一
見
、

『
理
尽
抄
』
や
『
無
極
抄
』
と
並
ぶ
有
力
な
依
拠
文
献
の
よ
う
に
み
え
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

か
し
、
今
井
氏
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
書
は
ど
う
や
ら
『
綱
目
』
の
著

者
原
友
軒
が
っ
く
り
あ
げ
た
烏
有
の
書
ら
し
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
巻
五

「
相
模
入
道
弄
二
田
楽
一
井
闘
犬
事
」
の
章
に
、

圃
入
道
ガ
ア
ナ
カ
チ
ニ
諸
国
へ
相
鰯
テ
、
焉
官
物
二
募
リ
テ
、
犬
ヲ

　
尋
求
メ
タ
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
、
入
道
或
時
庭
前
二
犬
ノ
噛
合
ケ
ル
ヲ
ミ
テ
、
面

　
白
キ
事
二
思
ヒ
ケ
ル
故
二
、
媚
ヲ
求
ル
倭
人
共
奇
犬
ヲ
求
メ
テ
高
時
ガ
前
ヘ

　
　
マ
イ
ラ

　
引
進
ス
、
（
後
略
）
（
１
４
オ
ー
１
４
ウ
一

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
『
無
極
抄
』
巻
五
（
８
オ
ー
９
オ
）
に
、

　
　
　
ア
ハ
セ

　
此
犬
合
ノ
事
ア
ナ
ガ
チ
ニ
正
税
官
物
二
募
タ
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ス
、
入
道
犬
ヲ

　
好
ミ
シ
故
二
、
媚
ヲ
求
ル
俵
人
ド
モ
、
奇
犬
ヲ
用
意
シ
テ
進
物
ト
ス
、
（
後

　
略
一

と
あ
る
も
の
に
、
多
少
の
潤
色
を
加
え
た
も
の
で
、
内
容
的
に
は
、
ほ
と
ん
ど

一
致
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
『
綱
目
』
は
、
『
無
極
抄
』
『
理
尽
抄
』
に
拠
っ
た
も
の
の
一
部
を
、

『
合
壁
』
と
い
う
一
架
空
の
一
評
判
書
か
ら
の
引
用
の
ご
と
く
み
せ
か
け
て
お

り
、
そ
の
意
図
は
と
も
か
く
、
結
果
的
に
、
『
理
尽
抄
』
『
無
極
抄
』
か
ら
の
引

　
　
　
　
　
『
太
平
記
綱
目
』
小
考
口

用
・
影
響
を
、
実
際
よ
り
小
さ
く
み
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
の
事
実
は
、
『
綱
目
』
と
い
う
著
作
、
そ
し
て
そ
の
「
凡
例
」
が
、
一

筋
な
わ
で
は
ゆ
か
ぬ
手
の
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
「
雑
抄
」
の
類
の
三
番
目
に
あ
が
っ
て
い
る
『
南
木
集
』
は
、
巻
一
「
後
醍

醐
天
皇
御
治
世
事
付
武
家
繁
昌
事
」
の
章
に
、
一
箇
所
だ
け
引
か
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
『
理
尽
抄
』
『
無
極
抄
』
に
み
え
な
い
が
、
名
和
長

俊
（
年
）
が
、
楠
木
正
成
に
問
い
、
高
時
が
恨
み
を
持
つ
者
を
徹
底
的
に
除
か

な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
滅
亡
の
因
が
あ
る
と
す
る
正
成
の
返
答
に
、
長
俊

が
「
信
服
」
す
る
と
い
う
、
『
理
尽
抄
』
『
無
極
抄
』
に
よ
く
み
ら
れ
る
パ
タ
ー

ン
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　
四
番
目
の
『
満
祐
記
』
か
ら
の
引
用
は
、
『
綱
目
』
全
体
で
十
箇
所
ほ
ど
み

ら
れ
る
が
、
例
え
ば
、
巻
六
「
赤
松
入
道
円
心
賜
二
大
塔
宮
令
旨
一
事
」
の
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

の
場
合
（
５
７
ウ
ー
５
８
オ
一
は
、
『
無
極
抄
』
巻
六
（
４
０
オ
）
に
、
「
満
祐
ガ
日
記

ク日
」
と
あ
る
記
事
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
巻
二
十
首
巻
の
「
公
家

一
統
政
道
事
」
の
章
（
４
ウ
）
に
、
「
赤
松
満
祐
伝
日
」
と
し
て
引
か
れ
て
い

る
も
の
も
、
『
無
極
抄
』
巻
十
二
一
５
ウ
）
に
あ
る
記
事
一
『
無
極
抄
』
に
は
、

「
赤
松
満
祐
伝
」
な
ど
か
ら
の
引
用
と
は
さ
れ
て
い
な
い
）
と
同
内
容
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
実
際
に
は
『
無
極
抄
』
に
依
拠
し
な
が
ら
、
『
満
祐
記
』

と
い
う
独
立
の
著
作
か
ら
引
い
た
よ
う
に
み
せ
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後

の
『
名
和
軍
記
』
は
、
『
綱
目
』
の
中
に
明
記
さ
れ
た
形
で
は
見
当
ら
な
い
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五



『
太
平
記
綱
目
』
小
考
ｏ

う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
凡
例
」
第
四
項
目
に
挙
げ
ら
れ
た
「
雑
抄
」
の
類
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

今
井
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
虚
飾
」
の
書
、
架
空
の
書
物
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、

「
凡
例
」
記
事
を
そ
の
ま
ま
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
『
南
木
集
』
（
楠
木

氏
）
『
満
祐
記
』
（
赤
松
氏
）
「
名
和
軍
記
』
（
名
和
氏
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、

『
太
平
記
』
の
評
判
書
・
兵
法
書
と
関
わ
り
の
深
い
三
家
と
つ
な
が
る
ら
し
い

書
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　
「
凡
例
」
第
五
項
目
以
下
の
検
討
や
、
『
綱
目
』
の
特
質
・
意
義
な
ど
を
見
き

わ
め
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
稿
を
改
め
書
き
継
ぎ
た
い
と
思
う
。

二
六

　
う
ｏ

¢
　
『
無
極
抄
－
の
引
用
は
、
内
閣
文
庫
蔵
版
本
（
無
刊
記
）
に
拠
る
。

ゆ
　
今
井
正
之
助
氏
「
太
平
記
評
判
書
の
転
成
－
巻
十
二
「
河
内
国
逆
徒
ノ
事
」

　
例
と
し
て
ー
」
（
「
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
」
第
４
３
輯
、
平
６
・
２
）

　
注
　
の
拙
稿
。

＠
　
「
大
全
』
の
引
用
は
、
架
蔵
本
に
拠
る
。

０
＠
＠
　
注
＠
の
今
井
氏
論
文
。

を
事

後
記

　
『
綱
目
－
諸
本
の
閲
覧
・
参
照
等
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
諸
機
関
・
各
位
（
注
　
に

　
掲
出
）
に
御
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

注
０
　
拙
稿
「
『
太
平
記
綱
目
－
小
考
Ｈ
－
成
立
と
著
者
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
「
同
志
社
国

　
文
学
」
４
０
号
、
平
６
・
３
）

　
　
拙
稿
「
『
太
平
記
大
全
－
に
つ
い
て
１
『
太
平
記
－
研
究
史
の
一
章
１
」
（
『
室
町

　
墾
文
論
孜
』
所
収
、
平
３
、
三
弥
井
書
店
）

　
主
と
し
て
調
査
・
参
照
し
た
「
太
平
記
綱
目
』
の
版
本
（
い
ず
れ
も
無
刊
記
）
は
、

　
次
の
諸
本
で
あ
る
。
内
閣
文
庫
蔵
本
・
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
本
・
龍
谷
大
学
図

　
書
館
蔵
本
・
池
田
文
庫
蔵
本
・
長
坂
成
行
氏
蔵
本
・
架
蔵
本
。
な
お
「
綱
目
－
の
本

　
文
等
の
引
用
は
内
閣
文
庫
蔵
本
に
拠
っ
た
。

＠
　
増
井
経
夫
氏
『
中
国
の
歴
史
書
　
中
国
史
学
史
－
』
（
昭
５
９
、
刀
水
書
房
）
な
ど
。

　
島
田
慶
次
氏
「
序
論
の
７
・
通
史
」
（
「
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
入
門
』
第
一
巻
中
国
１
、

　
昭
５
８
、
同
朋
舎
出
版
）

＠
　
本
稿
後
段
の
評
判
書
に
関
す
る
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
「
凡
例
」
の

　
記
述
そ
の
も
の
の
信
想
性
に
も
疑
義
が
存
す
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
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